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理容師法施行令及び美容師法施行令の一部を改正する政令の施行について

理容師法施行令及び美容師法施行令の一部を改正する政令（平成２７年政令第３

５３号）は、本日、公布、施行され、理容師法施行令（昭和２８年政令第２３２号）

及び美容師法施行令（昭和３２年政令第２７７号）に規定する理容師及び美容師の

登録手数料の額が下記のとおり改正されたので、御了知願いたい。

記

１ 改正の趣旨

指定登録機関（公益財団法人理容師美容師試験研修センター）の平成２６年度

決算及び今後５年間の登録者数の見込みを踏まえ、登録事務を実施するに当たっ

て必要な額を改めて勘案した結果、登録手数料を引き下げることとしたもの。

２ 改正の内容

理容師及び美容師の登録手数料の額を以下のとおり改定したこと。

（現行） （改定後）

５，８００円 → ５，２００円

３ 施行期日

公布の日より施行されること。


